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１．所有者不明土地の現状と課題

○ 人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土
地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加。

○ 公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実
施への支障となっている。

平成28年度地籍調査における
所有者不明土地

・不動産登記簿上で所有者の所
在が確認できない土地の割合
（所有者不明土地の外縁）

・探索の結果、最終的に所有者
の所在が不明な土地
（最狭義の所有者不明土地）

：約 20％

： 0.41％

所有者不明等の問題により
事務負担が増加している主な理由

※自由回答を分析したものであり、市町村の数ではない。
＜国土交通省調査（H29.6～8）＞

Google
住民票住所地

事業地

所有者探索で遠隔地へ訪問した例

事業地（北海道）の
登記名義人の法定
相続人（25名）のうち

所在不明の者（１名）
について、住民票の
住所地（静岡県）へ３
回訪問調査（訪問日
数：計６日）し、
アパート管理会社、
周辺住民に聞き取り

→ 把握できず

所有者不明土地の利用の円滑化に向けた課題

所有者不明土地の現状

＜所有者の探索に係る課題＞
○ 固定資産課税台帳情報など、有益な所有者情報にアクセス
できず、探索が非効率になっている。
○ 地元精通者や近隣住民等への聞き取り調査等、現在では効果
が得られる見込みが少なくなっている調査に労力を費やしている。

＜利用を可能とする制度に係る課題＞
○ 所有者不明土地の利用を可能とする現行制度を活用するにあ
たり、時間・労力を要する場合やそもそも制度の適用対象となら
ず所有者不明土地を利用できない場合が存在。
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【目標・効果】 ○ 所有者不明土地の収用手続に要する期間（収用手続への移行から取得まで）： 約1/3短縮（約31→21ヵ月）
○ 地域福利増進事業における利用権の設定数： 施行後10年間で累計100件

所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとするなど（※）合理化を実施。

平成28年度地籍調査における所有者不明土地
背景・必要性

法律の概要

１．所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

２．所有者の探索を合理化する仕組み

①土地等権利者関連情報の利用及び提供

○ 土地の所有者の探索のために必要な公的情報（固定資産課税台帳、
地籍調査票等）について、行政機関が利用できる制度を創設

○ 人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から
都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等によ
り、所有者不明土地（※）が全国的に増加している。

○ 今後、相続機会が増加する中で、所有者不明土地も増加の一途を
たどることが見込まれる。

○ 公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のた
め多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっている。

経済財政運営と改革の基本方針2017 （平成29年６月９日閣議決定）（抜粋）
・所有者を特定することが困難な土地に関して、地域の実情に応じた適切な利用や管理が図られるよう、･･･公的機関の関与により地域ニーズに対応した幅広
い公共的目的のための利用を可能とする新たな仕組みの構築、･･･等について、･･･必要となる法案の次期通常国会への提出を目指す。

① 公共事業における収用手続の合理化・円滑化 （所有権の取得）
○ 国、都道府県知事が事業認定（※）した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
（審理手続を省略、権利取得裁決・明渡裁決を一本化）

ポケットパーク（公園） 直売所（購買施設）
（出典）杉並区 （出典）農研機構 広島県

②長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例

○ 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記
等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

財産管理制度に係る民法の特例

○ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設
（※民法は、利害関係人又は検察官にのみ財産管理人の選任請求を認めている）

・不動産登記簿上で所有者の所在
が確認できない土地の割合（所
有者不明土地の外縁）

・探索の結果、最終的に所有者の
所在が不明な土地（最狭義の所
有者不明土地）

： 約 20％

： 0.41％

３．所有者不明土地を適切に管理する仕組み

地域福利増進事業のイメージ

（※）マニュアル作成等により、認定を円滑化

（※）照会の範囲は親族等に限定

（※）不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、
又は判明しても連絡がつかない土地

② 地域福利増進事業の創設 （利用権の設定）
○ 都道府県知事が公益性等を確認、一定期間の公告
○ 市区町村長の意見を聴いた上で、都道府県知事が利用権（上限10年間）を設定
（所有者が現れ明渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能）

反対する権利者がおらず、建築物（簡易な構造で小規模なものを除く。）がなく現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。

【平成31年６月１日施行】

【平成30年11月15日施行】

【平成30年11月15日施行】

2

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年６月13日公布、平成30年法律第49号）

２．所有者不明土地法の概要



３．「所有者不明土地」等の定義 （法第２条第１項、第２項）

所有者不明土地法では、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお
その所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」と定義。【法第２条第１項】

 相当な努力が払われたと認められる方法は、土地所有者確知必要情報（※１）を取得するために①～④の全ての
措置をとる方法とする。【政令第１条】

① 土地の登記事項証明書の交付を請求すること。

② 当該土地の占有者その他の土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者（※２）に対し、当該情報の提
供を求めること。

③ 土地の所有者と思料される者が記録されている住民基本台帳その他の書類（※３）を備えていると思料される
市町村長又は登記所の登記官に対し、当該情報の提供を求めること。

④ 所有者と思料される者に対し、書面の送付その他の土地の所有者を特定するための措置（※４）をとること。

※１ 土地の所有者と思料される者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の土地の所有者を確知するために必要な情報【政令第１条】

※２ 土地の所有権以外の権利者、固定資産課税台帳・地籍調査票等を備えると思料される市町村長等、親族、在外公館の長等【省令第１
条】

※３ 戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票【省令第２条】 ※４ 書面の送付又は訪問のいずれか【省令第３条】

所有者不明土地

所有者不明土地のうち、「現に建築物（簡易な構造の小規模建築物（※５）を除く。）が存せず、かつ、業
務の用その他の特別の用途に供されていない土地」と定義。【法第２条第２項】

※５ 物置、作業小屋又はこれらに類するものであって、階数が１（平屋建て）で、床面積が20平方メートル未満の建築物

【政令第２条第１項、第２項】

特定所有者不明土地（複雑な補償金の算定を要しない土地）

地域福利増進事業、土地収用法の特例の対象
3

「所有者不明土地」と「特定所有者不明土地」の関係



○ 地域福利増進事業とは、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる以下
に掲げる事業であり、原状回復が可能なもの。（事業主体は限定されない。）

○ 都道府県知事の裁定により最長10年間の使用権を設定し、事業実施を可能に。事業者は、補償金を供託
し、原則として使用終了後に土地を原状回復。異議がない場合は使用権の延長が可能。

① 道路法の道路、駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

② 学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
③ 公民館又は図書館の整備に関する事業
④ 社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
⑤ 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
⑥ 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
⑦ 被災者の居住の用に供する住宅の整備に関する事業であって、災害救助法が適用された市町
村の区域内において行われるもの

⑧ 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進
に資するものの整備に関する事業であって、以下の区域内において行われるもの
・ 災害救助法が適用された市町村の区域内
・ 周辺地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域内

⑨ 収用適格事業のうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政
令で定めるものの整備に関する事業

⑩ ①～⑨に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場等の整備に関する事業

収用適格事業ではないが、
地域住民等の福祉又は利便の

増進に資するもので一時的な
利用が考えられるもの

恒久的な利用が一般的である収用適格事業
のうち、地域住民等の福祉又は利便の増進に
資するもので一時的な利用が考えられるもの

４－１．地域福利増進事業のイメージ （法第２条第３項）

（出典）農研機構、広島県

・直売所（購買施設）・ポケットパーク（公園） ・イベントスペース（広場）所有者がわからず、適切に管理されていない土地（イメージ）

（出典）杉並区 （出典）福井市 4

活用のイメージ



土地使用権等の取得についての裁定（法第13条第１項）

４－２．地域福利増進事業の手続の流れ （法第３章第１節）

事業者 都道府県知事
事業の内容について住民の意見を反映させるために必要
な措置を実施（努力規定） （法第10条第５項）

関係市町村長の意見を聴取するとともに、必要があるとき
は関係行政機関の長の意見を請求（法第11条第２項、第３項）

裁定申請に係る事業が要件に該当するか確認（法第11条第1項）

裁定申請書、添付書類を都道府県知事に提出し、土地
使用権等の取得について裁定申請（法第10条第２項、第３項）

裁定申請を却下し、その旨を事業者に通知
（法第12条第１項、第３項）

要件に該当しない要件に該当する

異議の申出があったとき

裁定申請を却下し、その旨を事業者に通知
（法第12条第２項・第３項）

上記の場合以外

補償金の額について収用委員会に意見を聴取
（法第13条第4項）

土地使用権等の取得（法第15条）

土地使用権の始期までに補償金を供託（法第17条第１項）

裁定した旨を公告、事業者等へ通知（法第14条）

⑴事業計画、補償金額等について土地等の権利者で異
議のある者は申し出るべき旨等を公告し、裁定申請書
等を縦覧（６月）（法第11条第４項）

⑵公告をしようとするときは、あらかじめ、土地等の権利者
で知れている者に対し、裁定申請があった旨を通知

（法第11条第５項）

１

２

３

４

５

６

７

８

９
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＜裁定事項＞
・ 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
・ 土地使用権等の始期・存続期間（最長10年）
・ 損失の補償金の額

原状回復・返還
（法第24条）

存続期間延長の申請
（法第19条第１項）

※①～⑩と同様の手続を踏むこととなるが、
⑤⑴の縦覧期間は３月となる。

5

事業終了 引き続き事業実施
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【参考】所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援(モデル調査)

モデル調査対象の例

○ 平成30年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な運用のため、地域福利増進事業等に係るモデル的
な取組について、事業を実施したいと考える者による所有者の探索、事業計画の策定、関係者との調整、専門家の派遣等に要する経費を支援

○ 支援した事例を通じて、事業化のノウハウ、関係者の役割分担等についての取組の成果を国で分析・整理し、他地域への普及・横展開を促進

【 支援対象 】
① ＮＰＯや自治会、民間事業者
② 地方公共団体

【 支援対象経費の例 】
･ 所有者の探索・調査、会議資料や事業計画等の作成（測量・設計・補償金算定を含む）に
必要な専門家等への委託料
･ 合意形成に向けた会議の開催等に必要な会場借上費、外部講師への謝金等
･ モデル調査の実施に必要な土地等の管理費（草刈り等に要する費用。施設整備費を除く。）
･ 財産管理制度の予納金（調査完了時までの支出分）
･ その他、旅費、消耗品・燃料費、補助員の賃金、手数料等

【 支援額等】
･ 上限300万円/地区、公募により７地区程度を選定

＜支援対象経費等（想定）＞

（１） 所有者不明土地等の所有者の探索、有効活用の促進

・ 地域福利増進事業の実施の準備のための所有者の探索等

（自治体による土地所有者等関連情報の行政内部での利用、民間事業者による情報提供の請求（法39条）等）

・ 地域住民の福祉・利便の増進を図るために所有者不明土地を用いる地域福利増進事業を実施しようとする場合の事業区域の選定、

事業計画案の策定等

・ 地域住民や関係権利者の合意形成、裁定申請に向けた申請内容の検討等

（２） 管理不全の所有者不明土地等の適正管理の促進

・ 管理不全となっている所有者不明土地の財産管理人の選任請求の検討（法38条）等

※下記は例示であり、幅広い提案の中から有識者委員会での評価を踏まえ選定

所有者不明土地を地域福利増進事業により
防災空地やポケットパーク等として活用（イメージ）

<所有者不明土地
>

･事業計画の策定
･関係者との調整

地域福利増進事業の裁定申
請

裁定申請書

･事業者情報
･福利の増進に資するもので
あること
･不明土地の所有者を確知
できない事情 等

その他の書類

事業計画書

･整備する施設内容
･事業区域
･権利取得計画
･資金計画
･原状回復措置の内容 等

･所有者の探索
･確知権利者等と
の相談

･資金計画
･補償金算定 等

ポケットパーク（公園）防災空地（広場）問合せ先 ： 国土交通省土地・建設産業局企画課 03-5253-8111（内線30643、30635)
6

平成３１年度予算案（新規）



○ 土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者
不明土地を収用等しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用等
についての裁定を申請することができる。

○ 都道府県知事による公告・縦覧の結果、土地所有者等から申出があった場合等には、特例
制度による手続は却下され、必要に応じ土地収用法に基づく裁決手続を行うこととなる。

○ 都市計画法の認可等を受けた都市計画事業についても、同様に新法の裁定手続が可能。

所有者不明土地法の
裁定手続

事
業
認
定
の
申
請

申
請
書
の
公
告
・縦
覧

事
業
認
定
の
告
示

権
利
取
得
裁
決
の
申
請

申
請
書
の
公
告
・縦
覧

裁
決
手
続
開
始
の
決
定

審
理

補
償
金
の
支
払
等

権
利
取
得
裁
決

明
渡
裁
決
の
申
請

審
理

明
渡
裁
決

地
権
者
と
の
任
意
交
渉

事
業
実
施

土地収用法の事業認定手続 土地収用法の裁決手続

裁
定
の
申
請

補
償
金
の
供
託

事
業
実
施

申
請
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
る
と
き

土
地
所
有
者
等
か
ら

異
議
申
出
が
あ
っ
た
と
き

以
外
の
と
き

裁定申請が却下された場合
起業地内にある特定所有者不明土地を

収用等する場合

補
償
金
の
支
払
等

事
業
計
画
書
等
の

公
告
・縦
覧
（２
週
間
）

裁
定
手
続
開
始
の
決
定

裁
定

7

５－１．土地収用法の特例（法第３章第２節）



５－２．土地収用法の特例の手続の流れ （法第３章第２節）

事業者 都道府県知事

裁定申請書、添付書類を都道府県知事に提出し、特定所有
者不明土地の収用等について裁定申請（法第27条第2項、第３項）

土地収用法の事業認定の告示

申請に係る土地が特定所有者不明土地に該当するかなど、
申請が相当であるか確認（法第28条第１項）

裁定申請を却下し、その旨を事業者に通知
（法第29条第１項、第３項）

相当でない相当である

異議の申出があったとき

裁定申請を却下し、その旨を事業者に通知
（法第29条第２項、第３項）

裁定手続の開始の決定・登記等（法第30条第１項）

上記の場合以外

特定所有者不明土地の収用等について裁定（法第32条第１項）

権利取得
（法第34条においてみなして適用する土地収用法第101条）

補償金の供託
（法第34条においてみなして適用する土地収用法第95条）

裁定した旨を公告、事業者等へ通知（法第33条）
⑴ 補償金額等について土地所有者等又は準関係人で異
議のある者は申し出るべき旨等を公告し、裁定申請書等
を縦覧（ ２週間）（法第28条第１項）

⑵公告をしようとするときは、あらかじめ、土地等の権利者
で知れている者に対し、裁定申請があった旨を通知

（法第28条第２項）

補償金の額について収用委員会に意見を聴取
（法第32条第４項）

２

１

３

４

５

６

７

８

９
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６．不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例

国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、所有者不明土地につき、適切な管理のため特に必要
があると認めるとき（※）は、家庭裁判所に対し、不在者の財産の管理人の選任等又は相続財産の
管理人の選任の請求をすることができることとする。

（※）不法投棄や雑草の繁茂等により所有者不明土地が周辺に悪影響を与えている場合等

具体的な流れのイメージ

【参考】民法 （明治２９年法律第８９号）（抄）
（不在者の財産の管理）

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人（以下この節において単に「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判
所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

２ （略）
（管理人の権限）

第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が
明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

※家庭裁判所の権限外許可により土地の売却が可能な場合もある

9

法
第
38
条
に
基
づ
く
財
産
管
理
人
の
選
任
の
申
立
て

財
産
管
理
人
の
選
任
の
審
理
・審
判

※

予
納
金
の
納
付

財
産
管
理
人
に
よ
る
不
在
者
の
財
産
の
調
査
・

財
産
目
録
・財
産
状
況
に
関
す
る
報
告
書
の
作
成

財
産
管
理
人
に
よ
る
所
有
者
不
明
土
地
の
管
理

（ゴ
ミ
の
撤
去
、
害
虫
の
除
去
、
雑
草
の
除
去
・防
草
措
置
等
）

財産状況の
定期報告

・
所有者不明
土地を含む
不在者の財
産の管理

（固定資産
税の納付含

む）

報
酬
付
与
の
申
立
て

報
酬
付
与
審
判

不
在
者
・不
在
者
の
相
続
人
等
に
対
す
る

管
理
財
産
の
引
継
ぎ

財
産
管
理
人
の
選
任
処
分
取
消
の
審
判

権
限
外
行
為
の
許
可
の
申

立
て
・審
判

所
有
者
不
明
土
地
の
売
却

※事案によっ
て異なるが、不
在者財産管理
であれば30～
50万円、相続
財産管理であ
れば 50～ 100
万円が目安。
財産調査の結
果、財産から管
理費用を支弁
できることが明
らかとなった場
合、予納金は
返還される。

管
理
終
了
原
因
の
発
生許

可
さ
れ
た
場
合

（法第38条）



７．土地所有者等関連情報の利用及び提供 （法第39条）

地域福利増進事業、収用適格事業及び都市計画事業の実施の準備のため、事業を実施しようとする
区域内の土地の土地所有者等（※１）を知る必要があるときは、その探索に必要な限度で、土地所有者等
関連情報（※２）の利用・提供が可能に。

(1)都道府県知事及び市町村長は、その保有する土地所有者等関連情報を、内部で利用することができる。

(2) 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者から提供の求めがあったときは、土地所

有者等関連情報を提供するものとする。（請求者が国・地方公共団体以外の場合は、求めを受けた都道府県知事・市

町村長が、土地所有者等本人の同意を得た上で提供。）

(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、土地に工作物を設置している者等に対し、土地所有者等関連情報

の提供を求めることができる。
※１ 土地又は土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
※２ 土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他の国土交通省令で定めるもの

 省令では、氏名・名称・住所以外の土地所有者等関連情報として、本籍、生年月日、死亡年月日及び連絡先を規定。【省令第４条】

①提供の求め

事
業
者

（２）行政主体が保有する情報の外部提供
（第39条第２項～第４項）

（１）行政主体が保有する情報の
内部利用（第39条第１項）

事業を実施する部局

情報を保有する部局
（例：税部局）

土
地
所
有
者
等

①提供の求め

②同意の求め

③同意

④情報提供

①請求②情報提供

国の行政機関の長

工作物の設置者等
（インフラ事業者等）

②情報提供

（３）工作物の設置者等が保有する情報の外部提供
（第39条第５項）

① 提供の求め

② 情報提供

※同意を要するのは、請求者が国・
地方公共団体以外の場合のみ

10

地方公共団体の長
（都道府県知事・市町村長）

法律の構造



登記官が、公共の利益となる事業を実施しようとする者の求めに応じ、事業を実施しようとする区域内の土地が、
特定登記未了土地（※１）に該当し、かつ、登記名義人の死亡後一定期間（10年以上30年以内において政令で
定める期間）を超えて相続登記等がされていないときは、登記名義人となり得る者を探索し、一定事項（※２）の
登記への付記・登記名義人となり得る者に対する相続登記等の勧告を行う。

※１ 所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な
遂行を図るため所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの

※２ 長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨、探索の結果を確認するために必要な事項として法
務省令で定める事項

 政令では、上記期間を「30年」と規定。【政令第10条】

８．特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

11

（法第２条第４項、第40条）

①地域選定 ②対象地洗い出し ③相続発生の有無確認
・法定相続人等の調査

① 所有者不明土地問題に直面する自治体のニーズを踏まえ、調査地域を選定
② 調査対象土地（特定登記未了土地）の洗い出し
③ 調査対象土地の登記情報と戸除籍とを突合し、登記名義人について相続が発生していないかどうかを確認し、そ
の結果を踏まえ、登記名義人の法定相続人等を調査

④ ③の結果である法定相続人情報等を登記簿の一部として保管（探索の結果を確認するために必要な事項を登記
事項として記録）

⑤ 調査で判明した相続人に対し、相続登記を促す通知を発出
⑥ 公共事業の実施主体である地方公共団体等において法定相続人情報等を活用

④法定相続人情報の
保管等

⑤通知

具体的な流れのイメージ



○ 地方公共団体は、所有者不明土地を使用しようとする者（※）の求めに応じ、援助を行うよう努めるものとする。

・ 所有者不明土地の使用の方法に関する提案

（例：まちづくり等の観点から地域のニーズに即した使い方を提案）

・ 所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言

（例：境界を明らかにするために必要な資料の集め方、隣接地の所有者との調整する際の留意点等を助言）

・ 土地の権利関係又は評価について特別の知識経験を有する者のあっせん

（例：司法書士、行政書士等の法律の専門家や、不動産鑑定士等の経済価値評価の専門家のあっせん）

※ 地域福利増進事業を実施しようとする者、知れている土地所有者との間で短期賃貸借契約を結ぼうとする者 等

地方公共団体による援助 （法第43条）

９．その他（法第41条～第43条）

○ 地方公共団体の長は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業の実施の準備のため、職

員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通大臣に対し、

国土交通省の職員の派遣を要請することができる。

※ 日帰り～数日程度の比較的短期間で、講義・OJTの形式で実践的なノウハウの提供を行うことを想定。

※ 併せて、地区毎に地方整備局、都道府県等を構成員とする協議会を設置し、支援を行うことを予定。

国土交通大臣による職員派遣 （法第41条、第42条）
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国土交通大臣による職員派遣、地方公共団体による援助



地整
用地部

・市町村の用地業務の状況、支援ニーズ、意向等の把握・分析
・地方公共団体の用地業務の円滑な遂行に資する支援（外部専門家等の活用、相談窓
口の設置、講習会、講演会等の開催）

・所有者不明土地法に関する施策・取組（土地収用法の特例、地域福利増進事業、所
有者探索の円滑化、長期相続登記等未了土地等）の情報共有・支援等
・所有者不明土地問題の解決に向けた取組状況の情報共有

所有者不明土地連携協議会

国土交通省
土地・建設産業局

地方整備局
事務局：用地部等

協 力

支 援

連絡調整

・弁護士会 ・司法書士会 ・行政書士会 ・土地家屋調査士会
・不動産鑑定士協会 ・補償コンサルタント協会等

関係
団体

行
政
機
関

総

会
（年
１
～
２
回
開
催
）

幹
事
会
（年
２
～
３
回
開
催
）

法務省民事局

地 方
整備局

所
有
者
不
明
土
地
法
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
へ
の
職
員
の
派
遣

連
携

所有者不明土地法の円滑な施行 ・ 用地業務のノウハウの提供

都道府県等 法務局連携 連携

地 方 公 共 団 体

連絡調整

【参考】所有者不明土地連携協議会の概要
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【参考】 所有者不明土地等問題 対策推進のための工程表
（所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議（平成30年６月１日開催）・内閣官房提出資料）
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【参考】静岡県国土利用計画第５次（抜粋）

第３章 第２章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

１ 総合的な措置

（２） 土地の有効利用の促進

所有者の所在の把握が難しい土地については、土地の円滑な
利活用に支障を来たさないよう、所有者の探索や相続登記の促進

等により所有者の確定に努めるとともに、公共主体に加え、民間

事業者も含め地域ニーズに対応した幅広い公共的利用を可能と

する制度等の活用により、その増加の防止や円滑な利活用等に

向けた取組を総合的に進める。
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